
 

１．件名：東海再処理施設の安全対策に係る廃止措置計画変更認可申請に係る面談 

２．日時：令和 2年 4月 2日(木)13時 30分～15時 20分 

３．場所：原子力規制庁 10階会議室 ※TV会議にて実施 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門 

細野企画調査官、田中主任安全審査官、有吉上席安全審査官、小舞管理官補佐、 

内海研開炉係長 

  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

   バックエンド統括本部 本部長代理 

   事業計画統括部 次長 

再処理廃止措置技術開発センター 副センター長 他 8名 

 

５．要旨 

 〇原子力機構から、資料に基づき、安全対策に係る廃止措置計画変更認可申請への対応状

況について説明があり、前回の 3 月 26 日の面談における規制庁からのコメントを踏ま

え、津波対策の基本的考え方（東海再処理施設の敷地への津波侵入を許容する理由）等

が示された。 

 

 〇原子力規制庁より、資料について以下の内容を伝えた。なお、本面談は TV 会議にて実

施することから、資料に対するコメントの詳細な部分については、必要に応じ、次回以

降の面談において改めて指摘する旨伝えた。 

   （資料 1について） 

・説明では、HAW及び付随する TVFについては「一定期間の運転を行う」とし、放射性

廃棄物の貯蔵については「長期に亘り行う」としているが、この期間については、そ

れぞれの施設を維持する程度の目安として、具体的に記載することを検討すること。 

 

（資料３－２について） 

・本資料における施設毎の記載項目について、建屋内浸水の判断基準などについては、

次回の面談において確認するので準備すること。 

・分離精製工場（MP）に保管している高放射性廃液のインベントリについては、既認可

の廃止措置計画や今までの監視チーム会合資料と比較した際、記載内容に違いがある

ので、その差異の考え方については、適切に整理しておくこと。 

 

（資料４について） 

・代表漂流物の選定における対象物の洗い出しについて、切り捨てた設備等については、

その切り捨て（除外）をする際の考え方を明確に記載すること。 

・添付１の図において。調査範囲外としてエリアを記載している部分については、「高

台であること」を明確化して記載すること。 

 



（資料８について） 

・漂流物防護対策の設計方針としては、建家外壁への漂流物の衝突を軽減または防止す

るとしている「津波防護柵」及び、「HAW及び付随する TVFの外壁」をもって建家への

浸水を防護する旨を明確化すること。また、説明においては、津波防護柵と外壁のそ

れぞれに期待する事項を明確にすること。 

 

〇原子力機構より、承知した旨返答があった。 

 

６．配付資料 

   資料１：TRPの廃止措置を進めていく上での津波対策の基本的考え方（東海再処理施

設の敷地に津波の侵入を許容する理由） 

   資料２－１：基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドへの対応スケジュールに

ついて 

   資料２－２：漂流物衝突荷重の設定に用いる流速について（建家による流速への影響

把握のための遡上解析） 

   資料３－１：放射性物質を保有している施設等の津波防護対策の検討について 

   資料３－２：安全に関する情報リスト 

   資料４：東海再処理施設における代表漂流物の選定について 

   資料５：HAW施設建家貫通部からの浸水の可能性について 

   資料６：HAW施設の津波防護対策の目的 

   資料７：HAW施設の外壁の補強について 

   資料８：東海再処理施設における漂流物防護対策について 

   資料９：漂流物となり得る設備等の固縛等の対策について 

   資料１０：東海再処理施設の廃止措置に係る高放射性廃液貯蔵場の津波対策について

（令和２年３月１１日東海再処理施設安全監視チーム会合資料より抜粋） 

   資料１１：東海再処理施設の安全対策に係る５月までの面談スケジュール（案） 


